
 

横  横浜市 資源集団回収通信  
日頃よりごみの減量・リサイクルの推進にご協力いただきましてありがとうございます。 

今年も残すところあとわずかとなりました。ご家庭で大掃除をする方も多くいらっしゃる 

と思いますが、まとめて集積場所に出すということがないよう、計画的に進めましょう。 

今回は、年末年始のごみの回収、奨励金のオンライン申請、古紙の分別について 

掲載します。 

 

☆年末年始の回収について 
今年度の年末年始の行政回収（横浜市による燃やすごみなどの回収）は 12月 31日（水）～１

月４日（日）がお休みとなります。 

資源集団回収については、原則行政回収の日程に合わせるようお願いしていますが、回収事業者

が、上記５日間以上のお休みをとるなど行政回収の日程に合わせられない場合は、①登録団体と調

整したうえで、②回収場所への掲示等により地域の方への十分な周知を行うこととなっています

ので、住民の皆様が混乱しないようご協力をお願いいたします。 
 

＜行政回収の収集日程＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜お願い＞ 
・年末年始は出されるごみや資源物が多くなるため、収集に時間がかかります。収集時間が普段よ

り遅くなる場合がありますが、順に収集を行うため、朝８時までに分別してお出しください。 

・「燃やすごみ」などと収集日が重なる場合は、混ざらないように場所を分けてお出しください。 

・収集がお休みの日は、資源物とごみを絶対に出さないでください。 

ご理解、ご協力をお願いいたします。 

横浜市資源循環局 

マスコット イーオ 
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※ 古紙・古布は、横浜市の回収ではありません。

横浜市資源循環局 

マスコット ミーオ 

 



 
☆資源集団回収オンラインシステムで各種手続きが簡単に！ 
 

既に多くの団体様にご登録いただいておりますが、令和６年４月から資源集団回収オンライン

システムの運用が始まり、奨励金の申請や登録情報の変更等の手続きが、お持ちのスマートフォ

ン等から申請可能となりました。オンラインシステムをご利用いただくことで、今までの書類の

記入や郵送・持参等の作業が不要となります！改めてご検討ください！ 

 

オンライン申請の始め方 
 

令和６年２月末にＩＤ/パスワード通知書と操作マニュアルを送付しておりますので、そちら

をご覧ください。万が一紛失した場合は、再送付いたしますので資源循環局業務課までご連絡く

ださい。 

また、操作にご不明な点がある場合は、お電話いただけると直接お答えすることができますの

で、資源循環局業務課またはお住いの区の資源循環局収集事務所までお気軽にご連絡ください。 

  

 

☆古紙と間違えやすい「燃やすごみ」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。 

今後とも、資源集団回収へのご協力をお願いいたします。 

 

☆資源集団回収通信について 
 

※配布、回覧板用に本通信が複数枚必要な場合は、お手数ですがコピーしてご利用ください。 

横浜市ホームページにもフルカラー版を掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。 

 

 

 

【QRコード】 
 

読み取りは 
こちら 

 

【横浜市ホームページ】 
トップページ > 暮らし・総合 > 住まい・暮らし  
> ごみ・リサイクル > ごみと資源の分け方・出し方 
> 資源集団回収 > 各種登録・申請方法  
> ダウンロードコーナー 

 

 

カップ麺の 
紙製容器 

使用済みの 
ティッシュペーパー 

これらは全て 

「燃やすごみ」 

「汚れた紙」「においのついた紙」「その他のリサイクルに向かない紙」は、 

一見、紙でできていたとしても、リサイクルに支障をきたすため、「燃やすごみ」に 

お出しいただいています。 

今一度、間違えやすいものをご確認いただき、「古紙」に出さないようお願いいたします。 

マスク 


